
大月町空き家バンク実施要綱 

 

令和５大月町訓令第 18 号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大月町内に存する空き家を賃貸し、又は売却しようとする者が大月町

に情報を登録し、その情報を移住及び定住を希望する者に対し提供を行う「大月町空き家

バンク」に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（制度の目的） 

第２条 大月町空き家バンク（以下「空き家バンク」という。）は、移住定住促進のために、

空き家を有効活用することを目的とする。 

２ 空き家バンクは、その制度以外による空き家の取引を規制するものと解してはならな

い。 

 

（定義） 

 第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）空き家 個人が居住を目的として建築した家屋であって、現に居住していないもの 

又は近く居住しなくなる予定のものをいう。  

（２）空き家所有者等 空き家に係る所有権を有する者又は当該所有権を有する者から

売買若しくは賃貸の手続について委任を受けている者をいう。 

 

（空き家バンクの対象）  

第４条 空き家バンクの登録の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。  

（１）大月町内に存すること。ただし、市街化調整区域（都市計画法第７条第３項に規定

する市街化調整区域をいう。）に存する場合は、空き家の賃貸について高知県開発審

査会の許可を得ていること。  

（２）空き家が所在する土地の所有者と空き家の所有者が異なる場合は、当該土地の所有 

者が売却又は賃貸をすることについて同意していること。  

（３）共有物件である場合は、その共有者の全員が売却又は賃貸をすることについて同意

していること。  

 

（登録の申請）  

第５条 空き家所有者等は、空き家バンクに情報を登録しようとするときは、本要綱に定め



ることを承諾した上で、大月町空き家バンク登録申請書（様式第１号）及び大月町空き家

バンク登録カード（様式第２号）を町長に提出しなければならない。  

 

（登録の完了）  

第６条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を確認の上、必要に応じ

て現地調査等を行い、適当であると認めたときは、空き家バンクに登録するものとする。

ただし、当該空き家所有者等が大月町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規

則（平成 25 年大月町規則第１号。以下「暴排規則」という。）第２条第２項第５号に定め

る排除措置対象者と認められる場合は、登録を行わないものとする。  

２ 町長は、前項の規定により空き家バンクに登録が完了したときは、大月町空き家バン

ク物件登録完了通知書（様式第３号）により当該空き家所有者等に通知するものとする。  

 

（登録事項の変更）  

第７条 前条第１項の規定により空き家バンクに登録した空き家に係る所有者に変更があ

った場合は、新旧どちらかの所有者は、変更があった旨及び空き家バンクへの登録を継続

するか否かについて町長に届け出なければならない。  

２ 前条第２項の規定により通知を受けた空き家所有者等（以下「空き家バンク登録者」

という。）は、空き家バンクに登録した事項に変更があったとき（前項に規定する場合を

除く。）は、遅滞なく大月町空き家バンク登録変更届出書（様式第４号）及び大月町空き

家バンク登録カード（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

 

（登録の期間及び更新）  

第８条 空き家バンクの登録の期間は、登録された日から３年とする。ただし、期間満了時

までに、空き家バンク登録者から更新しない旨の意思の表示がない場合は、さらに３年間

登録を自動的に更新し、以後も同様とする。  

 

（登録の抹消）  

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消すると

ともに、当該空き家バンク登録者に通知するものとする。  

（１）空き家バンク登録者から登録の抹消の申出があったとき。  

（２）空き家バンク登録者が暴排規則第２条第２項第５号のいずれかに該当することとな

ったとき。  

（３）申請の内容に虚偽があったとき。  

（４）前３号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるき。  

 

（空き家バンクの利用登録）  



第 10 条 空き家バンクの利用を希望する者は、大月町空き家バンク利用登録申込書（様式

第５号。以下「申込書」という。）を町長に提出するものとする。  

２ 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあった場合は、その内容等を審査し、

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空き家バンクに登録し、大月町空き

家バンク利用登録完了通知書（様式第６号）により当該申込みを行った者（以下「利

用登録者」という。）に通知するものとする。  

（１）空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理

解を深め、地域住民と協調して生活できると認められる者  

（２）空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化若しくは芸術活動等を

行うことにより、地域の活性化に寄与できると認められる者  

（３）その他町長が適当と認める者  

３ 町長は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、登録を行わ

ないものとする。  

（１）利用希望者若しくは同居予定家族が、暴排規則第２条第２項第５号に定める排除措

置対象者に該当するもの  

（２）現住所地で税等の滞納があるもの 

（３）前２項に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与し

ないもの  

 

（利用登録者に係る登録事項の変更）  

第 11 条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なけ

ればならない。  

 

（利用登録者の登録の取消） 

 第 12 条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹

消するものとする。  

（１）利用登録者が第 10 条第２項各号に該当しないこととなったとき。  

（２）情報を利用し空き家を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそ 

れがあると認められるとき。  

（３）申込書の内容に虚偽があったとき。  

（４）大月町空き家バンク利用登録取消の申し出があったとき。  

（５）利用登録者の登録の日から起算して３年を経過した日の属する年度末日を経過し

たとき。ただし、当該末日までに、第 10 条第１項の規定による登録の申込みを行

い、再度空き家バンクに登録されたときは、この限りでない。  

（６）前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。  

 



（情報の提供）  

第 13 条 町長は、利用登録者に空き家バンクに登録されている空き家の情報を提供するも

のとする。  

２ 町長は、利用登録者が情報の提供を受けた空き家について売買又は賃貸を希望する 

場合は、当該空き家バンク登録者にその旨を通知するものとする。 

 

 （不動産業者の紹介）  

第 14 条 町長は、空き家バンク登録者及び利用登録者の間で空き家の売買又は賃貸につい

て合意があった場合は、契約について不動産業者を紹介することができるものとする。  

 

（交渉及び契約への不介入） 

第 15 条 空き家の売買又は賃貸に関する交渉及び契約については、空き家バンク登録者 

及び利用登録者が主体となって行うものとし、大月町は、当該交渉及び契約について介

入をしないものとする。  

 

（情報の公開）  

第 16 条 町長は、空き家バンク登録者から同意を得た場合は、空き家バンクに登録され 

ている情報を大月町及び高知県のウェブサイト等及び広報誌等で公開するものとする。 

 

（遵守事項）  

第 17 条 空き家バンク登録者及び利用登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。  

（１）空き家バンクの利用により知り得た情報について、その目的に反して使用しないこ

と。  

（２）空き家バンクの利用により知り得た情報のうち公開されていないものについては、漏

えい等のないよう適切に取扱うこと。  

 

（その他）  

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクに関し必要な事項は、町長が別に定

める。  

 

 附 則  

この要綱は、令和５年４月３日から施行する。この要綱施行前の登録物件及び利用登録者

に関しては、登録時の書類をもって、登録の完了とする。ただし、登録物件については第

８条の適用はないものとする。 


